
　

証券コード：4021

第156回
定時株主総会招集ご通知

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産の配布、および株主
総会終了後の懇談会は、いずれも取り止めております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

日時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前９時15分）

場所 東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号
如水会館 ２階 スターホール

議案 第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役10名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

第４号議案 取締役等に対する業績連動
型株式報酬制度の一部改定
の件



平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上
げます。
当社第156回定時株主総会の開催にあたり、招

集ご通知およびその参考資料をお届けいたします。

当社グループは2025年４月、中期経営計画
「Vista2027」StageⅡ（2025年度～2027年度）
をスタートさせました。その初年度となる2025年
度は、機能性材料セグメントが全体を牽引し、過去
最高益を更新しました。

2026年度は、StageⅡの基本戦略をさらに推し
進め、営業利益は、StageⅡ最終年度である2027
年度の数値目標を前倒しで達成する見込みです。
これを通過点とし、新たな成長の柱となる製品の
創出や、競争力のある事業ポートフォリオの構築に
向けた取り組みを加速してまいります。

近年、地政学リスクの高まりや技術革新の加速
など、当社グループを取り巻く事業環境はかつて
ない速度で変化しています。その変化を好機と捉
え、変革への挑戦を通じて競争力を一段と高める
ことで、持続的な成長と企業価値の向上を実現し
てまいります。

株主の皆様におかれましては、より一層のご理
解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2026年６月３日

取締役社長 八木 晋介

株主の皆様へ
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（ご参考）

2027年のあるべき姿

数値目標

非財務指標

経営指標

基本戦略
(1) 現有事業の利益拡大

・機能性材料、農業化学品へ経営資源を集中投下
・次世代材料、新剤の開発

：実装材料、EUV材料（機能性材料）
：バイオ農薬、新規動物薬（農業化学品）

・化学品の収益性改善 など

(2) 2030年を見据えた新製品の開発
・ターゲット材料の明確化

（情報通信、環境エネルギー領域）
・ヒト用核酸医薬品への注力

（ライフサイエンス領域）など

(3) 事業基盤の強化
・人材育成の強化
・研究開発基盤、DX基盤の拡充 など

■ 現有事業が業績を力強く牽引し、新たなコア技術を活用した製品開発が進展している
■ サステナビリティに関わる取り組みが組織的に進められ、社会や環境の課題解決に資する

製品・サービスを提供している
■ デジタル基盤構築による、業務の効率化・高度化に向けた施策を実行している

中期経営計画「Vista2027」	 StageⅡ（2025年度～2027年度）
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営業利益の
目標を前倒しで
達成見込み

2021実績 2024実績 2027計画2025実績 2026予想
（2026年5月発表）（2025年5月発表）

（億円） （億円）

売上高（左軸） 営業利益（右軸）

気候変動の緩和 温室効果ガス（GHG）排出量：2018年度比30％以上削減
ダイバーシティの推進 研究員に占める女性総合職比率：18％以上
人々の豊かな暮らしに役立つ
新たな価値の提供

連結売上高に占める社会課題解決に貢献する製品・サービスの
合計売上高：60％以上

人材の確保・育成 社員意識調査の設問、人材育成に対する肯定回答者：65％以上

売上高営業利益率 ROE 配当性向 総還元性向

20％以上 18％以上 55％以上 75％以上
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株 主 各 位 証券コード 4021
（発信日） 2026年６月３日
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（電子提供措置の開始日） 2026年５月28日

東京都中央区日本橋二丁目５番１号
日産化学株式会社

取締役社長 八木 晋介
第156回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第156回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集については電子提供措置をとっており、会社法第325条の３の規定により、電子提供措置事

項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.nissanchem.co.jp/ir_info/library/general_meeting.html

上記のほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項
を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスしていただき、銘柄名「日産化学」ま
たは証券コード「4021」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にあ
る「株主総会招集通知／株主総会資料」よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手
数ながら株主総会参考書類をご検討いただきまして、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

［書面（郵送）による議決権の行使］
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示いただき、2026年６月24日（水

曜日）午後５時40分までに到着するようご送付ください。
［インターネット等による議決権の行使］

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただ
き、2026年６月24日（水曜日）午後５時40分までにご行使ください（６、７頁をご参照ください。）。

敬 具
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記
1 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）
2 場 所 東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号

如水会館 ２階 スターホール
3 目的事項 報告事項 １．第156期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第156期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

4 議決権行使の
お取り扱い

(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、
賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2) 書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行
使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をさ
れた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

以 上
● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出願います。
● 電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、事業報告の「主要な事業内容」「主要な事業所」「会計監査人に関する事項」
「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記
表」、計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」ならびに監査報告の「計算書類に係る会
計監査報告」（以下、これらを「交付書面省略事項」といいます。また、下線の事項は本年より交付書面省略事項としておりま
す。）につきましては、法令および当社定款第19条第２項の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しており
ますので、書面交付請求をされた株主様に対する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人が監査報告の作
成に際して監査した対象には、上記の当社ウェブサイトに掲載している事項も含まれております。

● 電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、４頁に記載のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修
正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

電子提供制度適用に伴う株主総会資料についてのご案内
株主総会資料の電子提供制度適用に伴い、当社の株主総会資料はインターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.nissanchem.co.jp/ir_info/library/general_meeting.html）にて提供しております。
株主様には、株主総会資料のうち株主総会参考書類および事業報告の一部を書面（本冊子）で提供しております
が、これらは株主様のご理解の一助として任意にご案内するものですので、正式には上記の当社ウェブサイトに
掲載しております株主総会資料をご確認くださいますようお願い申し上げます。
［本冊子に含まれるもの］

招集ご通知、株主総会参考書類、事業報告の一部（事業の経過およびその成果、（ご参考）連結財務ハイライト）
［本冊子に含まれないもの］

事業報告（上記で掲げたものを除く）、連結計算書類、計算書類、監査報告書
書面交付請求をされた株主様へ
法令および当社定款第19条第２項の規定に基づく範囲で書面にて、招集ご通知、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、監
査報告書を提供しております。交付書面省略事項については、上記のインターネット上の当社ウェブサイト掲載の株主総会資料を
ご確認くださいますようお願い申し上げます。



議 決 権 行 使 書
御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.

2.

3.

4.

○○○○○○○

）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年 ×月××日

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。
第1・4号議案
▷賛成の場合：「賛」の欄に○印
▷反対の場合：「否」の欄に○印

第2・3号議案
▷全員賛成の場合：「賛」の欄に○印
▷全員反対の場合：「否」の欄に○印
▷一部の候補者に反対される場合：
「賛」の欄に○印をご記入のうえ、反対される候補
者の番号を枠内にご記入ください。※議決権行使書はイメージです。

議決権行使についてのご案内
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議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使には次の３つの方法がございます。

株主総会に
出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等により
議決権を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出ください。

議決権行使書用紙に議案の賛否
をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次頁の案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日 時 行使期限 行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時15分）

2026年６月24日（水曜日）
午後５時40分到着分まで

2026年６月24日（水曜日）
午後５時40分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議案に対する賛否の表示がない場合のお取扱い
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があっ
たものとしてお取り扱いいたします。
議決権を重複行使された場合のお取扱い
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行
使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効
な議決権行使としてお取り扱いいたします。



QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net 　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンで読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は、株主様のご負担となります。
・機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へアクセスできます。

○○○○
議 決 権 行 使 書

○○○○○○○

○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

インターネット等による議決権行使のご案内
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株主総会参考書類
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第１号議案 剰余金処分の件
当社は、中長期的な観点から企業価値の向上に努め、株主の皆様への還元を進めることを基本としておりま

す。
当期の期末配当につきましては、業績、経営環境および今後の事業展開への備えなどを勘案し、次のとおりと

いたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類

金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき132円といたしたいと存じます。
なお、この場合配当総額は17,719,783,620円となります。
中間配当金として１株につき70円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株につき202円と

なります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月26日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役10名選任の件
取締役10名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役4名を

含め取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、取締役候補者の選定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の

答申を経ております。
取締役候補者は、次のとおりです。
候補者
番号 氏 名 性別 現在の当社における地位および担当 属 性

１ き の し た こ じ ろ う

木下 小次郎 男性 代表取締役 取締役会長 CEO
指名・報酬諮問委員会委員長 再 任

２ や ぎ し ん す け

八木 晋介 男性 代表取締役 取締役社長 COO
指名・報酬諮問委員会委員 再 任

３ だ い も ん ひ で き

大門 秀樹 男性 取締役副社長 CFO
内部監査部、サステナビリティ・IR部、財務部担当 再 任

４ い し か わ も と あ き

石川 元明 男性
取締役専務執行役員
機能性材料事業部長
機能性材料研究統括

再 任

５ さ と う ゆ う じ

佐藤 祐二 男性
取締役専務執行役員
農業化学品事業部長
農業化学品研究統括
購買部担当

再 任

６ ま つ お か たけし

松岡 健 男性
取締役常務執行役員 CRO
経営企画部長
化学品事業部、リスクマネジメント部、人事部担当

再 任

７ か た お か か ず の り

片岡 一則 男性 社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員 再 任 社 外 独立役員

８ な か が わ み ゆ き

中川 深雪 女性 社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員 再 任 社 外 独立役員

９ た け お か ゆ う こ

竹岡 裕子 女性 社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員 再 任 社 外 独立役員

10 は ま い つ お

濱 逸夫 男性 社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員 再 任 社 外 独立役員
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生年月日
1948年４月19日

性別
男性

所有する当社株式の数
101,000株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

1 き の し た こ じ ろ う

木下 小次郎 再 任

略歴
1977年４月 当社入社
2002年６月 当社取締役経営企画部長
2006年６月 当社常務取締役経営企画部長
2008年６月 当社代表取締役 取締役社長
2021年４月 当社代表取締役 取締役会長 現在に至る

当社における地位および担当
代表取締役 取締役会長 CEO
指名・報酬諮問委員会委員長

取締役候補者とした理由
木下小次郎氏は、化学品事業本部事業推進部長、経営企画部長を歴任し、

2008年６月以降、取締役社長として、2021年４月からは取締役会長として、
当社グループの企業価値向上のための戦略推進に携わっております。豊富な業
務経験と実績、知見を有していることから、経営の意思決定および取締役の職
務執行の監督に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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生年月日
1962年６月13日

性別
男性

所有する当社株式の数
14,400株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

2 や ぎ し ん す け

八木 晋介 再 任

略歴
1985年４月 当社入社
2013年４月 当社小野田工場次長
2016年４月 当社執行役員袖ケ浦工場長
2018年４月 当社常務執行役員生産技術部長
2020年４月 当社専務執行役員生産技術部長
2020年６月 当社取締役専務執行役員生産技術部長
2021年４月 当社代表取締役 取締役社長 現在に至る

当社における地位および担当
代表取締役 取締役社長 COO
指名・報酬諮問委員会委員

取締役候補者とした理由
八木晋介氏は、長年にわたって生産技術部門に携わり、小野田工場次長、袖

ケ浦工場長、生産技術部長を歴任し、当社グループ製品の生産体制強化および
安定供給の実現に貢献しており、2021年４月からは取締役社長として当社グ
ループの企業価値向上のための戦略推進に携わっております。豊富な業務経験
と実績、知見を有していることから、経営の意思決定および取締役の職務執行
の監督に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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生年月日
1964年２月22日

性別
男性

所有する当社株式の数
4,400株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

3 だ い も ん ひ で き

大門 秀樹 再 任

略歴
1988年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
2014年４月 みずほ信託銀行株式会社信託総合営業第四部長
2016年４月 同行執行役員コーポレート・インスティテューショナル業務部長
2018年４月 同行常務執行役員営業部店担当役員
2020年４月 当社執行役員財務部長
2022年４月 当社常務執行役員サステナビリティ・IR部長
2022年６月 当社取締役常務執行役員サステナビリティ・IR部長
2023年４月 当社取締役専務執行役員サステナビリティ・IR部長
2024年４月 当社取締役専務執行役員財務部長
2025年４月 当社取締役副社長 現在に至る

当社における地位および担当
取締役副社長 CFO
内部監査部、サステナビリティ・IR部、財務部担当

取締役候補者とした理由
大門秀樹氏は、国内外の金融機関で培った豊富な経験と幅広い知見を活か

し、2020年４月の当社入社以後、財務部長、サステナビリティ・IR部長を歴
任し、財務戦略の立案や積極的なIR活動に加え、全社的なサステナビリティの
推進を主導しており、2025年４月からは取締役副社長として当社グループの
企業価値向上に多面的に貢献しております。豊富な業務経験と実績、知見を有
していることから、経営の意思決定および取締役の職務執行の監督に適任であ
ると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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生年月日
1964年１月23日

性別
男性

所有する当社株式の数
8,900株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

4 い し か わ も と あ き

石川 元明 再 任

略歴
1986年４月 当社入社
2009年６月 当社電子材料事業部ディスプレイ材料部長
2012年６月 当社電子材料研究所ディスプレイ材料研究部長
2015年６月 当社機能性材料事業部事業推進部長
2016年４月 当社執行役員機能性材料事業部副事業部長 兼 同事業推進部長
2020年４月 当社常務執行役員機能性材料事業部長
2022年４月 当社専務執行役員機能性材料事業部長
2022年６月 当社取締役専務執行役員機能性材料事業部長 現在に至る

当社における地位および担当
取締役専務執行役員
機能性材料事業部長
機能性材料研究統括

重要な兼職の状況
Nissan Chemical America Corporation取締役会長
NCK Co., Ltd.代表理事
台湾日産化学股份有限公司董事長
台湾日産化学半導体材料股份有限公司董事長

取締役候補者とした理由
石川元明氏は、長年にわたってディスプレイ材料を中心に機能性材料事業に

携わり、事業推進部長、事業部長および各海外拠点長を歴任し、2022年４月
からは当社グループの成長の源泉である機能性材料事業・研究を全般にわたり
統括しております。経営の意思決定および取締役の職務執行の監督に適任であ
ると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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生年月日
1965年11月12日

性別
男性

所有する当社株式の数
4,800株

取締役会への出席状況
10回／10回

候補者番号

5 さ と う ゆ う じ

佐藤 祐二 再 任

略歴
1990年４月 当社入社
2013年３月 当社農業化学品事業部海外部長
2018年４月 当社農業化学品事業部海外本部長
2020年４月 当社執行役員農業化学品事業部副事業部長 兼 同海外本部長
2022年４月 当社常務執行役員農業化学品事業部長
2024年４月 当社専務執行役員農業化学品事業部長
2025年６月 当社取締役専務執行役員農業化学品事業部長 現在に至る

当社における地位および担当
取締役専務執行役員
農業化学品事業部長
農業化学品研究統括
購買部担当

重要な兼職の状況
Nissan Chemical Europe S.A.S.取締役社長
Nissan Bharat Rasayan Private Limited取締役会長
Nissan Chemical Agro Korea Ltd.代表理事
Nissan Chemical Agro Singapore Private Limited取締役会長

取締役候補者とした理由
佐藤祐二氏は、長年にわたって農薬の開発・営業および海外展開を中心に農

業化学品事業に携わり、海外本部長、事業部長および各海外拠点長を歴任し、
2024年４月からは農業化学品事業・研究を全般にわたり統括しております。
経営の意思決定および取締役の職務執行の監督に適任であると判断し、引き続
き取締役候補者といたしました。
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生年月日
1965年３月13日

性別
男性

所有する当社株式の数
6,000株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

6 ま つ お か たけし

松岡 健 再 任

略歴
1996年５月 当社入社
2017年４月 当社経営企画部CSR・広報室長
2019年４月 当社執行役員内部監査部長
2021年４月 当社執行役員化学品事業部長
2022年４月 当社常務執行役員経営企画部長
2022年６月 当社取締役常務執行役員経営企画部長 現在に至る

当社における地位および担当
取締役常務執行役員 CRO
経営企画部長
化学品事業部、リスクマネジメント部、人事部担当

取締役候補者とした理由
松岡健氏は、化学業界における豊富な営業・企画の経験を経て当社に入社し

た後、化学品事業のみならず経営企画・CSR・広報・内部監査など経営管理部
門においても主要な戦略立案に携わり、2022年４月からは経営企画部長とし
て、全社の業務遂行状況の把握とグループ全体の目標達成に注力しておりま
す。経営の意思決定および取締役の職務執行の監督に適任であると判断し、引
き続き取締役候補者といたしました。
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生年月日
1950年11月27日

性別
男性

所有する当社株式の数
0株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

7 か た お か か ず の り

片岡 一則 再 任 社 外 独立役員

略歴
1979年４月 東京女子医科大学医用工学研究施設助手
1988年８月 同大学医用工学研究施設助教授
1994年10月 東京理科大学基礎工学部教授
1998年４月 東京大学大学院工学系研究科教授
2004年７月 同大学大学院医学系研究科教授
2015年７月 公益財団法人川崎市産業振興財団

ナノ医療イノベーションセンター センター長 現在に至る
2016年４月 東京大学特任教授
2016年６月 同大学名誉教授 現在に至る
2016年７月 公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長 現在に至る
2020年６月 当社社外取締役 現在に至る
2020年６月 ナノキャリア株式会社（現 NANOホールディングス株式会社）社外取締役

当社における地位および担当
社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況
公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長
同財団ナノ医療イノベーションセンター センター長
東京大学名誉教授

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
片岡一則氏は、ナノテクノロジーを応用した医用生体工学・生体材料工学分

野の研究に長年にわたって携わり、現在は公益財団法人川崎市産業振興財団ナ
ノ医療イノベーションセンターのセンター長を務めております。工学博士とし
ての専門性に加えて、豊富な経験と幅広い見識を外部の視点から客観的な立場
で当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者といたしま
した。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与さ
れた経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断しております。また、同氏の選任が承認された
場合は、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員として、当社の役員候補者の選
定や役員報酬等の決定に対し独立した立場から関与いただく予定です。
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生年月日
1964年11月22日

性別
女性

所有する当社株式の数
800株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

8 な か が わ み ゆ き

中川 深雪 再 任 社 外 独立役員

略歴
1990年４月 東京地方検察庁検事
2008年４月 法務省大臣官房司法法制部参事官
2011年１月 内閣官房副長官補室内閣参事官
2013年４月 東京高等検察庁検事
2013年８月 さいたま地方検察庁総務部長
2015年４月 中央大学大学院法務研究科特任教授（派遣検察官）
2019年３月 検事退官
2019年４月 弁護士登録
2019年４月 中央大学大学院法務研究科教授 現在に至る
2019年５月 香水法律事務所開設 現在に至る
2019年６月 日東工業株式会社社外取締役（監査等委員） 現在に至る
2021年６月 当社社外取締役 現在に至る
2021年６月 株式会社ファンケル社外監査役
2022年６月 株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行）社外監査役 現在に至る
2022年８月 アスクル株式会社社外監査役
2025年８月 アスクル株式会社社外取締役（監査等委員） 現在に至る

当社における地位および担当
社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況
香水法律事務所所長
中央大学大学院法務研究科教授
日東工業株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社SBI新生銀行社外監査役
アスクル株式会社社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
中川深雪氏は、検事として長年にわたり東京地方検察庁・東京高等検察庁に

おいて勤務し、法曹界での豊富な実務経験を有しております。法曹としての専
門性に加えて、豊富な経験と幅広い見識を外部の視点から客観的な立場で当社
の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経
験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行し
ていただけるものと判断しております。また、同氏の選任が承認された場合
は、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や
役員報酬等の決定に対し独立した立場から関与いただく予定です。
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生年月日
1973年10月７日

性別
女性

所有する当社株式の数
0株

取締役会への出席状況
12回／12回

候補者番号

9 た け お か ゆ う こ

竹岡 裕子 再 任 社 外 独立役員

略歴
2001年４月 上智大学理工学部化学科助手
2002年11月 独立行政法人科学技術振興機構さきがけ研究者
2006年４月 上智大学理工学部化学科講師
2010年４月 同大学理工学部物質生命理工学科准教授
2018年４月 同大学理工学部物質生命理工学科教授 現在に至る
2023年４月 同大学研究推進センター長 現在に至る
2023年６月 当社社外取締役 現在に至る

当社における地位および担当
社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況
上智大学理工学部物質生命理工学科教授
同大学研究推進センター長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
竹岡裕子氏は、機能性高分子の合成と特性評価を中心とした研究に長年にわ

たって携わり、現在は上智大学理工学部物質生命理工学科教授を務めておりま
す。工学博士としての専門性に加えて、豊富な経験と幅広い見識を外部の視点
から客観的な立場で当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役
候補者といたしました。なお、同氏は過去に会社経営に関与された経験はあり
ませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただ
けるものと判断しております。また、同氏の選任が承認された場合は、引き続
き指名・報酬諮問委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等
の決定に対し独立した立場から関与いただく予定です。
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生年月日
1954年3月14日

性別
男性

所有する当社株式の数
0株

取締役会への出席状況
10回／10回

候補者番号

10 は ま い つ お

濱 逸夫 再 任 社 外 独立役員

略歴
1977年 4 月 ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
2008年 3 月 ライオン株式会社取締役、ハウスホールド事業本部長
2010年 3 月 同社常務取締役、ヘルスケア事業本部・ハウスホールド事業本

部・特販事業本部分担、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策
部・営業開発部担当

2012年 1 月 同社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リス
ク統括管理担当

2019年 1 月 同社代表取締役会長、取締役会議長、最高経営責任者
2022年 6 月 株式会社ニチレイ社外取締役 現在に至る
2023年 3 月 ライオン株式会社相談役 現在に至る
2025年 6 月 当社社外取締役 現在に至る

当社における地位および担当
社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況
ライオン株式会社相談役
株式会社ニチレイ社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
濱逸夫氏は、ライオン株式会社の代表取締役会長を務めた後、現在も同社の

相談役を務めております。アジアを中心としてグローバルに展開する企業グル
ープの経営経験者として、豊富な経験と幅広い見識を外部の視点から客観的な
立場で当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者といた
しました。また、同氏の選任が承認された場合は、引き続き指名・報酬諮問委
員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し独立し
た立場から関与いただく予定です。

（注）1. 当社は、石川元明氏が代表理事を務めるNCK Co., Ltd.との間に製品販売等の取引があります。その他の各候補者と当社との
間には特別の利害関係はありません。
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2. 片岡一則氏、中川深雪氏、竹岡裕子氏および濱逸夫氏は、社外取締役候補者です。
3. 片岡一則氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年です。中川深雪氏の当社の社外取

締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年です。竹岡裕子氏の当社の社外取締役としての在任期間は、
本定時株主総会終結の時をもって3年です。濱逸夫氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をも
って1年です。

4. 当社と片岡一則氏、中川深雪氏、竹岡裕子氏および濱逸夫氏との間では、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重
大な過失がないときは、法令に定める最低責任限度額とする契約をそれぞれ締結しております。各氏の再任が承認された場合
は、それぞれ当該責任限定契約を継続する予定です。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者
がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該
保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含ま
れることとなります。なお、当社は、本議案に係る取締役の任期中に、当該保険契約を更新または同様の役員等賠償責任保険
契約を締結する予定です。

6. 片岡一則氏は、東京大学名誉教授です。当社は、同大学との間に試験委託等の取引がありますが、過去3事業年度平均におい
て、当社がその対価として同大学に支払った金額は同大学の経常収益の0.1％未満であり、僅少です。

7. 中川深雪氏は、アスクル株式会社社外取締役（監査等委員）です。当社は、同社との間に商品の購入取引がありますが、過去
3事業年度平均において、当社がその対価として同社に支払った金額は同社の売上高の0.1％未満であり、僅少です。

8. 当社は、片岡一則氏、中川深雪氏、竹岡裕子氏および濱逸夫氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。各氏の
再任が承認された場合は、当社は各氏を引き続き独立役員として届け出る予定です。
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第３号議案 監査役２名選任の件
監査役生頼一彦氏および片山典之氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名

の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申

を経たうえで、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりです。

生年月日
1968年１月２日

性別
男性

所有する当社株式の数
6,100株

候補者番号

1 か わ し ま わたる

川島 渡 新 任

略歴
1990年４月 当社入社
2020年８月 当社人事部健康推進室長
2021年４月 当社執行役員人事部長 兼 同健康推進室長 現在に至る

当社における地位
執行役員
人事部長

監査役候補者とした理由
川島渡氏は、化学品事業における営業の経験を経て、長年にわたって人事・

労務、人材育成および健康経営に携わり、2021年４月からは人事部長として、
当社グループの人材戦略の立案および推進に注力しております。豊富な業務経
験と専門的知見を有していることから、取締役の職務執行の適正性確保を担う
監査役として適任であると判断し、監査役候補者といたしました。
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生年月日
1970年９月13日

性別
女性

所有する当社株式の数
0株

候補者番号

2 お ぜ き ゆ き み

尾関 幸美 新 任 社 外 独立役員

略歴
1999年４月 長崎大学経済学部専任講師
1999年10月 同大学経済学部助教授
2000年８月 ミシガン大学ロースクール客員研究員
2004年４月 駒澤大学法学部准教授
2010年４月 成蹊大学法科大学院教授
2015年９月 カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクール客員研究員
2016年６月 三井不動産株式会社社外監査役
2019年６月 株式会社ブルボン社外取締役 現在に至る
2021年４月 中央大学大学院法務研究科教授 現在に至る

重要な兼職の状況
中央大学大学院法務研究科教授
株式会社ブルボン社外取締役

社外監査役候補者とした理由
尾関幸美氏は、会社法やコーポレート・ガバナンスを中心とした研究に長年

にわたって携わり、現在は中央大学大学院法務研究科教授を務めております。
法学博士としての専門性に加えて、豊富な経験と幅広い見識を外部の視点から
客観的・中立的な立場で当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外
監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の
方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査
役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
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（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 尾関幸美氏は、新任の社外監査役候補者です。
3. 当社は、尾関幸美氏の選任が承認された場合は、同氏との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失

がないときは、法令に定める最低責任限度額とする契約を締結する予定です。
4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社監査役を含む被保険

者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当
該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含
まれることとなります。なお、当社は、本議案に係る監査役の任期中に、当該保険契約を更新または同様の役員等賠償責任保
険契約を締結する予定です。

5. 当社は、尾関幸美氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
6. 尾関幸美氏は、2026年６月に開催予定の沖電気工業株式会社第102回定時株主総会において同社の社外取締役に就任する予

定です。
7. 尾関幸美氏は、2026年６月に開催予定の株式会社ブルボン第150期定時株主総会終結の時をもって同社の社外取締役を退任

する予定です。

（ご参考）社外取締役および社外監査役の独立性に関する考え方
当社の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりです。
当社の独立社外役員（取締役および監査役）および独立社外役員候補者は、会社法上の社外役員の要件を満たすとともに次の独立性

基準を満たすものとします。
(1) 当社または当社子会社の業務執行者でなく、かつ、過去10年間（ただし、過去10年間のいずれかの時において、当社または当社

子会社の非業務執行取締役または監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間）においても、当社または当社
子会社の業務執行者でなかったこと。

(2) 当社の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）またはその業務執行者でないこと。
(3) 当社が主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）である会社の業務執行者でないこと。
(4) 当社または当社子会社の主要な取引先（過去３事業年度平均における当社または当社子会社への取引の対価の支払額が、過去３事

業年度平均における当社の連結売上高の２％を超える取引先）またはその業務執行者でないこと。
(5) 当社または当社子会社を主要な取引先とする者（過去３事業年度平均における当社または当社子会社からの取引の対価の受取額が、

過去３事業年度平均におけるその者の連結売上高の２％を超える取引先）またはその業務執行者でないこと。
(6) 当社が借入を行っている主要な金融機関（過去３事業年度の連結借入金期末残高の平均が、過去３事業年度の期末連結総資産の平

均の２％を超える金融機関）の業務執行者でなく、かつ、過去３年間においてもその業務執行者でなかったこと。
(7) 当社から、取締役・監査役報酬以外に、多額の金銭その他の財産（過去３事業年度平均において、個人は１千万円、その者が所属

する法人等の団体が受領する場合は、過去３事業年度平均における当該団体の総収入の２％を超える額）を受領する弁護士・公認
会計士・税理士・その他コンサルタントまたは研究者・教育者でないこと。

(8) 当社または当社子会社の業務執行者（重要な者に限る）の近親者（配偶者、２親等以内の親族、または同居親族）でないこと。
(9) 上記(1)〜(8)の他、取締役会が、当社の独立社外役員としての独立性に疑義がなく、かつ、一般株主と利益相反のおそれがないと

合理的に判断した者であること。

（ご参考）指名・報酬諮問委員会について
当社は、取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる

充実を図ることを目的として、取締役会の下にその諮問機関として、2019年４月１日から「指名・報酬諮問委員会」を設置しており
ます。当委員会は、取締役・監査役候補者や経営陣幹部の指名、経営陣幹部の後継者計画および取締役の報酬などにつき、取締役会の
諮問に応じて審議し、その内容を取締役会へ答申します。
当委員会は、取締役会の決議により選定される委員３名以上で構成され、独立社外取締役が委員の過半を占める体制としておりま

す。なお、第２号議案「取締役10名選任の件」が原案どおり承認可決された場合の委員長および委員は以下のとおりです。
委員長：木下小次郎（取締役会長）
委員：片岡一則（独立社外取締役）、中川深雪（独立社外取締役）、竹岡裕子（独立社外取締役）、濱逸夫（独立社外取締役）、

八木晋介（取締役社長）
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（ご参考）当社の取締役会のスキル・マトリックス（本定時株主総会において各候補者が選任された場合）

取 締 役
取締役に期待される専門性および経験

企業経営 研究開発／
技術（※1） 財務・会計

法務／
リスク管理／
内部統制

人事・
人材戦略 グローバル

木下 小次郎 ● ● ● ●

八木 晋介 ● ● ● ● ●

大門 秀樹 ● ● ● ●

石川 元明 ● ● ● ●

佐藤 祐二 ● ● ● ●

松岡 健 ● ● ● ● ●

片岡 一則（※2） ● ● ●

中川 深雪（※2） ●

竹岡 裕子（※2） ●

濱 逸夫（※2） ● ● ●

※1「研究開発／技術」には、IT・DXおよび環境安全・品質保証に関する専門性や実務経験を含みます。
※2 社外取締役

（ご参考）取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性に関する考え方
当社は、取締役会が化学品・機能性材料・農業化学品・ヘルスケア等の多様な分野の事業活動について適切かつ機動的な意思決定と

執行の監督を行うことができるよう、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスと、ジェンダーや国際性、職歴等の面を含
む多様性を考慮した人材で構成される必要があると考えています。
これを確保するため、当社では、企業理念や経営戦略に照らして取締役に期待される専門性および経験（スキル要件）を、「企業経

営」、「研究開発／技術」、「財務・会計」、「法務／リスク管理／内部統制」、「人事・人材戦略」、「グローバル」と定義しました。その上
で、これらのスキル要件を適切に有するとともに、心身ともに健康で、優れた人格と人望、高い見識と倫理観を有する当社取締役に相
応しい人材からなる取締役会を構成することとしています。
なお、取締役に期待されるスキル要件については、経営戦略等を踏まえて、適宜見直しを図ってまいります。
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第４号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
１． 提案の理由およびこれを相当とする理由

当社は、2019年６月26日開催の第149回定時株主総会において取締役（社外取締役を除きます。以
下、断りがない限り同じとします。）、執行役員および理事（以下、総称して「取締役等」といいます。）
に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」
といいます。）の導入についてご承認いただき、また、2021年６月25日開催の第151回定時株主総会に
おいて取締役等の報酬枠の再設定についてご承認いただき（以下、上記株主総会における決議を総称して
「原決議」といいます。）、今日に至っております。

今般、当社の中長期的な業績の向上および企業価値の増大に向けた適切なインセンティブとして機能さ
せるとともに、株主の皆様と株式価値を共有するという本制度の目的に、より一層沿うように、本制度を
見直すことといたしました。本議案は、取締役等に対する株式報酬比率の引き上げに伴い、１事業年度当
たりの付与ポイント数の上限、当社が信託に拠出する金銭の額の上限およびその他所要の変更（以下、総
称して「本制度改定」といいます。）についてご承認をお願いするものです。
本議案は、原決議同様、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締

役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期
的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としていること、当社の指名・報酬
諮問委員会から、本制度の目的、中長期的な業績の向上に向けたインセンティブ付与の効果等を踏まえ、
本制度改定は相当であるとの答申を得ていること、本議案を原案どおりご承認いただいた場合に改定する
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（後掲）とも合致していることから、本議案の内容
は相当であるものと考えております。
本議案は、2009年６月25日開催の第139回定時株主総会においてご承認をいただきました取締役の報

酬額（月額45百万円以内。ただし、社外取締役分の報酬は含みますが、使用人分の給与は含みません。）
とは別枠として、本制度に基づく報酬を当社の取締役等に対して支給するため、報酬等の額および具体的
な内容についてのご承認をお願いするものです。なお、本制度の詳細につきましては、下記２．の枠内
で、取締役会にご一任頂きたいと存じます。
現時点において本制度の対象となる取締役は６名であり、第２号議案「取締役10名選任の件」が原案ど

おり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は６名となります。



＜ご参考：取締役等の報酬構成および割合のイメージ（業績指標の達成率が100％の場合）＞

基本報酬
65％

業績報酬
28％

業績連動型
株式報酬
７％

基本報酬
50％

（現行）

（改定後）

業績指標およびウエイト
・ROE（当年度実績） ：50％
・TSR（３年間）JPX日経
インデックス400（配当込）比 ：25％

・TSR（３年間）化学セクター
時価総額上位10社における順位 ：25％

業績連動型
株式報酬
20％

業績報酬
30％
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２． 本制度改定後の本制度に係る報酬等の額および具体的な内容
（主な改定箇所は、下線のとおりです。）
（1）本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信
託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規
則に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、総称して「当社株式
等」といいます。）が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当
社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

（2）本制度の対象者
取締役（社外取締役は、本制度の対象外とします。）、執行役員および理事

（3）信託期間
2019年８月16日から本信託が終了するまで（なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日

は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給
付規則の廃止等により終了します。）

（4）信託金額（報酬等の額）
当社は、2020年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの3事業
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年度（以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の
経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）およびその後の各対
象期間を対象として本制度を導入しており、当初対象期間に関して本制度に基づく取締役等への当社
株式等の給付を行うための株式の取得代金として、800百万円（うち取締役分として300百万円）の
金銭を拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする本信託を設定しております。
当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、800百

万円（うち取締役分として300百万円）を上限として本信託に追加拠出することとしておりました
が、本議案をご承認いただくことを条件として、2026年3月末日で終了する事業年度から2028年3
月末日で終了する事業年度までの対象期間から本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象
期間ごとに、2,500百万円（うち取締役分として785百万円）を上限として本信託に追加拠出するこ
ととします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前ま
での各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する
給付が未了であるものを除きます。）および金銭（以下、「残存株式等」といいます。）があるときは、
残存株式等の金額（当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価額とします。）と追
加拠出される金銭の合計額は、2,500百万円（うち取締役分として785百万円）を上限とします。
かかる信託拠出額上限（報酬等の額）につきましては、下記（6）に基づき、今後、取締役等に付

与することとなるポイント数の見通しおよび当社の株価の動向等を総合的に考慮して決定したもので
あり、相当であるものと判断しております。
なお、当社は、対象期間中、当該対象期間における拠出額の累計額が上述の各上限額に達するまで

の範囲内において、複数回に分けて、本信託への資金の拠出を行うことができるものとします。当社
が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。

（5）本信託による当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記（4）により拠出された資金を原資として、取引所市場を通

じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとし、新株発行は行いま
せん。
なお、取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記（６）のとおり、本議案をご承認いただく

ことを条件として、2027年３月末日で終了する事業年度から、１事業年度当たり162,700ポイント
（うち取締役分として51,100ポイント）となります。また、各対象期間について本信託が取得する当
社株式数の上限は、本議案をご承認いただくことを条件として、2026年３月末日で終了する事業年
度から2028年３月末日で終了する事業年度までの対象期間から、488,100株（うち取締役分として
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153,300株）となります。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたし
ます。

（6）取締役等に給付される当社株式等の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規則に基づき役位、業績達成度等を勘案して定

まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される１事業年度当たりのポイント数（換算後の
当社普通株式の数）の合計は、本議案をご承認いただくことを条件として、2027年3月末日で終了す
る事業年度から、162,700ポイント（162,700株）（うち取締役分として51,100ポイント（51,100
株））を上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み
等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記（7）の当社株式等の給付に際し、１ポイント当た

り当社普通株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式につ
いて、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイ
ント数（換算後の当社株式の数）の上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的
な調整を行います。）。
なお、取締役等に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式に係る議決権数

1,627個の発行済株式総数に係る議決権数1,340,706個（2026年３月31日現在）に対する割合は約
0.12％です。
下記（7）の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退任時

までに当該取締役等に付与されたポイント数とします（以下、このようにして算出されたポイントを
「確定ポイント数」といいます。）。

（7）当社株式等の給付
取締役等が退任し、役員株式給付規則に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定

の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記（6）に記載のところに従って定められる確定
ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式
給付規則に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時
価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合
があります。また、取締役等が在任中に死亡した場合であって、当該取締役等の遺族が役員株式給付
規則で定める要件を満たしたときは、当該遺族が、死亡した取締役等の保有ポイント数に死亡日時点
における当社普通株式の時価を乗じて得られた額の金銭の給付を受ける権利を取得します。
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なお、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、
在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合または在任中に当社に損害が及ぶよう
な不適切行為等があった場合、その他役員株式給付規則および本信託に係る信託契約に定める受益者
要件を満たさない場合は、給付を受ける権利を取得できないこととします。また、当社株式等の給付
を受けた取締役等であっても、在任中に一定の非違行為や当社に損害が及ぶような不適切行為等があ
った場合、法令等・定款・社内規則への違反が認められる場合およびその他特段の事情がある場合
は、取締役会の決議に基づき、取締役等が受領した当社株式等に相当する経済価値の全部または一部
の返還を請求できることとします。

（8）議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととし

ます。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営へ
の中立性を確保することを企図しています。

（9）配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託

者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金
等は、役員株式給付規則の定めに従って、その時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポ
イント数に応じて、按分して給付されることになります。

（10）信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規則の廃止等の事由が発生した場合に終了しま

す。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得し

た上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余
財産のうち、金銭については、上記（９）により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に
給付されます。

＜ご参考：取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針＞
当社は、2026年4月28日開催の取締役会において、本議案が本定時株主総会で承認可決されることを条件

に「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を改定することを決議しております。改定内容の大要
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は、次のとおりです。
【改定内容の大要】
・取締役の報酬に占める業績連動型株式報酬の割合を7％から20％に引き上げ
・業績指標に、資本効率の向上および株価を意識付ける指標として「ROE」および「TSR（株主総利回り）」
を採用

・取締役に一定の非違行為があった場合の報酬返還（クローバック条項）の仕組みを導入
※報酬受益権の没収（マルス条項）の仕組みは、現行の本方針に設定あり

改定後の決定方針の全文は以下のとおりです（下線は【改定内容の大要】にあたる部分）。

１．基本方針
取締役の報酬については、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう取締役が継続的かつ中長期的

な業績の向上を図り当社グループ全体の企業価値の増大に資する報酬体系とする。
具体的には、取締役の報酬は金銭報酬（基本報酬および業績報酬）と業績連動型株式報酬から構成され

る報酬体系とする。ただし、社外取締役の報酬については、金銭報酬のうちの基本報酬のみで構成し、そ
の役割と独立性の観点から、金銭報酬のうちの業績報酬および業績連動型株式報酬は含まないものとす
る。
業績連動型株式報酬については、当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役（社外

取締役を除く。）が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有するこ
とで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。
報酬水準および種類別の報酬割合については、当社業績を考慮し、また、当社と同程度の事業規模を有

する企業や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとして、適切に設定する。

2．金銭報酬（基本報酬および業績報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期ま
たは条件の決定に関する方針を含む。）

取締役の金銭報酬のうち、基本報酬については固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業
績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して年額を決定する。また、取締役の金銭報酬の
うち、業績報酬については、役位別に基準額を設定し、業績指標の変動に応じて年額を決定する。その業
績指標は、前年度の利益指標（親会社株主に帰属する当期純利益およびEBITDA等）とESG指標（外部機
関評価および温室効果ガス排出量削減等）とする。なお、これらの金銭報酬については、株主総会の決議
により決定された取締役の報酬限度額の範囲内で、年額を分割して毎月支給する。
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３．業績連動型株式報酬の内容、その業績指標の内容およびその額または数の算定方法の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

取締役の業績連動型株式報酬については、職務執行期間における役位に応じた役位ポイントに対して、
ROE（当年度実績）およびTSR（3年間増減について、株価指数との比較および化学セクターで業容が類
似する時価総額上位企業との比較）にて構成される業績評価係数を乗じた数のポイントを、株主総会の決
議により決定された数を上限として付与し、株主総会の決議により決定された金額を上限として信託金を
拠出する株式給付信託を通じて、その累計ポイント相当分の当社株式を取締役の退任時に給付する。ただ
し、任期満了により退任する取締役に対しては、累計ポイントの約75%に相当する当社株式と、約25%に
相当する金銭（退任日時点における当社の株式の時価により算出する。）を給付する。
ポイント付与の目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう中期経営計画策定の都度

設定し、または企業経営を取り巻く状況に応じて適宜見直し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた上
で、取締役会決議により決定する。
報酬受益権の没収（マルス条項）および報酬の返還（クローバック条項）を請求する仕組みを設定す

る。取締役に一定の非違行為があった場合、その他特段の事情がある場合には、当該条項の適用につい
て、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた上で、取締役会決議により決定する。

４．金銭報酬の額または業績連動型株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する
方針

取締役（社外取締役を除く。）の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模を有する企業
や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会にお
いて審議を行う。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の
報酬総額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
種類別の報酬割合については、中期経営計画策定の都度設定し、または企業経営を取り巻く状況に応じ

て適宜見直し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた上で、取締役会決議により決定する。なお、
2026年度に改定した種類別の報酬割合は、金銭報酬（基本報酬）：金銭報酬（業績報酬）：業績連動型株
式報酬＝50：30：20（業績指標の達成率が100％の場合）を目安としている。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
金銭報酬（基本報酬および業績報酬）の個人別の報酬額については、取締役会決議により決定するもの

とする。取締役会は、指名・報酬諮問委員会に代表取締役が作成した原案を諮問し答申を得るものとし、
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当該答申の内容を尊重し決定をしなければならない。

６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関するその他の事項
当社は、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置する。取締役の報酬に関する

方針等の制定・変更・廃止の決定にあたり、また、取締役の金銭報酬の決定にあたっては水準の妥当性お
よび決定プロセスの客観性、透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経る。指名・
報酬諮問委員会は、取締役会決議により選定される委員3名以上で構成され、独立社外取締役が委員の過
半を占める体制とする。

以 上
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1 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当期における世界経済は、人工知能を含むテクノロジー分野への投資拡大や各国の財政・金融政策を背景に
回復基調を示したものの、2026年2月の中東における軍事衝突以降、原燃料価格の高騰やサプライチェーン
の混乱などの影響を受け、不透明感が高まりました。
当社グループの事業につきましては、化学品セグメントは、基礎化学品、ファインケミカルともに増収とな

りました。機能性材料セグメントは、半導体材料が好調に推移し、大幅な増収となりました。農業化学品セグ
メントは、国内、海外向け農薬ともに増収となりました。ヘルスケアセグメントは、減収となりました。
この結果、当期における業績は以下の結果となり、売上高、各利益ともに前期を上回りました。

（注）本事業報告中に記載の金額および株式数は、特段の注記がない限り、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、
比率等は表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。
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化学品セグメント
基礎化学品では、高純度硫酸（半導体用洗浄剤）、尿素・「アドブ

ルー®」（高品位尿素水）が増収となりました。ファインケミカルで
は、ファインオキソコール（化粧品原料等）が増収となりました。
この結果、当セグメントの売上高は393億13百万円（前期比14

億78百万円増）、営業利益は11億７百万円（同７億37百万円増）
となりました。
（注）アドブルーⓇはドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

〈主要製品〉
・基礎化学品（硫酸、硝酸、アンモニア、
高品位尿素水等）

・ファインケミカル（封止材用等特殊エポキシ、
難燃剤、殺菌消毒剤等）

機能性材料セグメント
ディスプレイ材料では、「サンエバー」（液晶配向材用ポリイミ

ド）が減収となりました。半導体材料では、半導体用反射防止コー
ティング材（ARC®）および多層材料（OptiStack®）が顧客の稼働
好調を受けて大幅な増収となりました。無機コロイドでは、「スノ
ーテックス」（電子材料用研磨剤、各種表面処理剤等）やオイル＆
ガス材料（シェールオイル・ガス採掘効率向上材）が増収となりま
した。
この結果、当セグメントの売上高は1,133億77百万円（前期比

132億79百万円増）、営業利益は353億31百万円（同60億９百万
円増）となりました。
（注）ARCⓇ、OptiStackⓇはBrewer Science, Inc.の登録商標です。

〈主要製品〉
・ディスプレイ材料（液晶配向材用ポリイミド等）
・半導体材料（半導体用反射防止コーティング材等）
・無機コロイド（電子材料用研磨剤、各種表面処理剤等）
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農業化学品セグメント
フルララネル（動物用医薬品原薬）は増収となりました。国内向

け農薬は、米価高騰に伴う需要の高まりを背景に、「アルテア」（水
稲用除草剤）や「ベルダー」（水稲用除草剤）が伸長しました。海
外向け農薬は、「ライメイ」（殺菌剤）が好調に推移しました。
この結果、当セグメントの売上高は962億43百万円（前期比

100億17百万円増）、営業利益は260億43百万円（同１億18百万
円増）となりました。

〈主要製品〉
・農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、
植物成長調整剤）

・動物用医薬品原薬

ヘルスケアセグメント
「リバロ」（高コレステロール血症治療薬）原薬は前年並みの売上
となりました。「ファインテック」（課題解決型受託事業および共同
開発型事業）は減収となりました。
この結果、当セグメントの売上高は52億24百万円（前期比７億

69百万円減）、営業利益は13億52百万円（同５億91百万円減）と
なりました。

〈主要製品〉
・高コレステロール血症治療薬原薬
・ファインテック（課題解決型受託事業）
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卸売セグメント

当セグメントの売上高は1,288億99百万円（前期比117億43百万円増）、営業利益は38
億13百万円（同２億76百万円減）となりました。

〈主要事業〉
・化学品等の卸売

その他のセグメント

当セグメントの売上高は317億55百万円（前期比25億80百万円増）、営業利益は20億38
百万円（同14億43百万円増）となりました。

〈主要事業〉
・硫酸 ・電子材料 ・肥料 ・造園緑化 ・運送
・プラントエンジニアリング

（注）1. 各セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高または振替高が含まれております。
2. 当期より、一部の全社費用の配賦方法を変更しており、前期についても変更後の配賦方法に基づき作成した数値を記載してお

ります。
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（ご参考）
連結財務ハイライト

（注）研究開発費は、2025年度より集計方法を変更しており、2024年度についても当該集計方法を遡って適用した後の数値を記載し
ております。
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(2) 設備投資の状況
当期中に実施または実施を決定した主要な設備投資の内容は以下のとおりです。

袖ケ浦工場 無機コロイド製品製造設備の増強（機能性材料セグメント）
材料科学研究所 仮貼り材料研究装置の導入（機能性材料セグメント）

その他に、設備の増強・保全、環境対策などの工事を実施し、当期中の設備投資額（検収ベース）は185億
66百万円となりました。

(3) 資金調達の状況
当期は、自己資金、金融機関からの借入およびコマーシャル・ペーパーの発行により所要資金を賄いまし

た。当期末の有利子負債残高は前期末に比べ20億29百万円減少し、384億46百万円となりました。

(4) 対処すべき課題
当社グループは、2022年度に6ヵ年の中期経営計画Vista2027を始動しました。
後半3ヵ年（2025年度〜2027年度）のStageⅡにおいて、2025年度営業利益は機能性材料セグメントの

半導体材料が全体を牽引し、636億円（前期比＋12％）、経常利益659億円といずれも過去最高値を更新しま
した。しかしながら、機能性材料以外のセグメント合計では営業利益は前年比で2％程度の増加に止まりまし
た。その要因を踏まえた対処すべき主要課題は、新製品・新事業創出の加速、DXなどを通じた業務変革、既
存事業の収益性改善と認識しております。

これらの解決に向け、新技術の導入やコストダウンにより事業基盤の強化を推し進めながら、Ｍ＆Ａ（合
併・買収）を含めた成長分野への戦略投資、不採算事業の見極めを積極的に行うことで、事業ポートフォリオ
の拡充と切れ目の無い成長軌道の堅持を目指します。

Vista2027の後半3ヵ年（2025年度〜2027年度）のStageⅡでは、最終年度（2027年度）の数値目標を
売上高2,930億円、営業利益650億円と定め、最重要課題を新製品の創出としたうえで、基本戦略として次の
３つを掲げております。
(1)「現有事業の利益拡大」
(2)「2030年を見据えた新製品の開発」
(3)「事業基盤の強化」
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第１の戦略「現有事業の利益拡大」では、成長が見込まれる機能性材料および農業化学品セグメントへＭ＆
Ａを含めて経営資源を集中的に投下し、既存製品や新製品の販売・開発を進め、利益の最大化を図ります。
機能性材料セグメントでは、AIサーバー向けなどの最先端・先端世代向けに使用量が増加している半導体材

料の売上高成長率を12％（2023年〜2030年までの期間における年平均成長率）で計画しております。これ
ら旺盛な需要に対応する供給能力確保のため、研究開発から製造販売に至るバリューチェーン全体の強化と拡
大に向けた投資を段階的に実施します。2025年度は富山工場において、半導体材料の技術開発、解析・検査
能力増強のため「第2分析棟」を建設して運用を開始しました。
農業化学品セグメントでは、国内販売出荷金額ベースシェア1位を堅持することに加え、既存剤の適用拡大、

新規国上市の増加、混合剤開発と導出を含む提携先協業強化などにより、海外向け既存剤の販売を更に拡大し
ます。動物薬フルララネルは、米国MSD Animal Health社の新製品による市場拡大を見据え、原薬製造コス
トの低減により競争力を高めます。
化学品セグメントでは、2024年度にサブセグメントであるファインケミカルの固定資産の減損を実施しま

したが、今後も外部製造委託の活用、製造工程の見直しなどの原価低減を徹底し、存続事業の拡大と高収益化
を図ります。ヘルスケアセグメントではファインテック事業での原薬増販および新規原薬の受託製造販売に取
り組みます。

第２の戦略「2030年を見据えた新製品の開発」では、2028年度以降を視野に入れ、新たな成長の柱とな
る製品創出を目指します。
情報通信領域では、ターゲット材料を明確化し、半導体向けのEＵV材料や実装材料、ディスプレイ向けの位
相差フィルム用配向材、CMOSイメージセンサー（高屈レンズ）材料、メタマテリアル材料、光学機能性付
与や研磨用途の新規無機材料の開発を加速します。
ライフサイエンス領域の創薬分野では、製薬メーカーとの戦略的提携による新規核酸医薬候補化合物の創

出、当社独自の創薬支援技術導出による新たな収益基盤の構築に加え、高活性および中分子モダリティの需要
が引き続き拡大することを踏まえ、当社独自のペプチド合成力などを活用してファインテック事業を差別化し
ます。
同領域の農薬分野では、直播栽培にも適用可能な次期水稲用茎葉除草剤「ライゾニック」を2027年に上市

予定であり、ピーク時売上高目標を150億円に設定しております。また、外資系他社が創製して国内共同開発
中の新規殺虫剤1種を2028年に上市予定であり、StageⅡでは、これらに続く新規殺虫剤、殺菌剤を初期開発
から本格開発へ移行させる計画です。バイオ分野については、化学保護殺菌剤と同等以上の効果を有するバイ
オ資材の開発を目指しており、2025年のブラジルINNOVA社への出資を足掛かりに、南米における複数製品
ラインナップの商業生産化と販売チャネルの獲得を推進します。
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環境エネルギー領域では、EV向けに拡大が見込まれる二次電池材料の拡販の他、CCＵS（二酸化炭素回
収・利用・貯留）材料、水素エネルギー材料やペロブスカイト太陽電池用材料などの創出に注力します。

第３の戦略「事業基盤の強化」では、当社グループの企業理念および2050年のあるべき姿の実現のため、
人材育成やリスクマネジメントを推進します。
人材育成では、組織のあるべき姿を「強い情熱で変革に挑む共創者集団」と掲げ、価値向上に「挑戦」し続

ける牽引人材、領域を超えた「共創」人材、目利き力を備えた人材の輩出を重要項目として、仮説検証・提案
型研修や10％Challenge制度を取り入れております。研究開発面では、研究テーマの選別、IPランドスケープ
を用いた知的財産戦略などを通じて、競争優位性の高い技術基盤を強化しております。製造・供給面では、レ
スポンシブル・ケア活動を基盤に、無事故・無災害、生産品質の継続的改善を推進するとともに、複数拠点化
などのリスク分散によるサプライチェーン強靭化を図っております。

StageⅡでは、前述の基本戦略の遂行に加えて、サステナビリティ経営を強く意識し、「スマート社会への
貢献」、「食料問題への貢献」、「健康問題への貢献」といったマテリアリティ（重要課題）要素別に2027年度
の目標（2021年度比売上高伸長率）を定めております。また、「気候変動の緩和」に資する温室効果ガス排出
量削減においては、硝酸プラントから排出する亜酸化窒素の削減設備を完工し、2027年度までに2018年度
比で30%以上の削減を実現します。

当社グループは、これまで安定的な収益の確保と積極的な株主還元を通じて、資本市場から一定の評価を得
てきたものと認識しております。今後は、成長が見込まれる領域に経営資源を集中投下し、競争力のある事業
ポートフォリオの構築を進めるとともに、経営の透明性・健全性の一層の向上を図ってまいります。あわせ
て、意思決定の迅速化、リスク管理および内部統制の強化、コンプライアンスの徹底を推進し、社会・環境課
題に配慮した事業活動を実践することで、すべてのステークホルダーから信頼され、持続的に成長する企業グ
ループの実現を目指します。

（注）「(4) 対処すべき課題」中に記載の金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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(5) 財産および損益の状況の推移

区 分 第152期
（2021年度）

第153期
（2022年度）

第154期
（2023年度）

第155期
（2024年度）

第156期
（2025年度）
（当期）

売上高 （百万円） 207,972 228,065 226,705 251,365 279,586

経常利益 （百万円） 53,690 55,793 51,629 58,018 65,897

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 38,776 41,087 38,033 43,043 49,707

１株当たり当期純利益 （円） 271.88 291.36 272.82 313.26 368.26

純資産 （百万円） 208,059 221,575 230,952 236,180 259,051

総資産 （百万円） 279,737 298,764 323,458 330,763 355,078

１株当たり純資産額 （円） 1,454.36 1,557.48 1,641.40 1,711.83 1,903.42

自己資本当期純利益率（ROE） 19.2% 19.4％ 17.1％ 18.7％ 20.3％

（注）1. 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は、自己株式数を控除
した期末発行済株式総数により、それぞれ算出しております。

2. 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度において設定される株式給付信託が保有する当社株式の数を、１株当たり当期純利
益および１株当たり純資産額の算出において控除する自己株式数に含めております。

3. 第155期（2024年度）より「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等
を適用しており、第152期（2021年度）から第154期（2023年度）の純資産、総資産および１株当たり純資産額は、当該会
計基準等を遡って適用した後の金額となっております。
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(6) 重要な子会社の状況（2026年３月31日現在）

会社名 所在地 資本金 議決権比率 主要な事業内容

百万円 ％

日星産業株式会社 東京都 427 100.0 化学品等の販売、保険代理業、不動産業

日産物流株式会社 東京都 112 100.0 運送業

日産緑化株式会社 東京都 100 100.0 造園、土木、緑化工事等の設計・施工

日産エンジニアリング株式会社 富山県 50 100.0 プラントエンジニアリング

NC東京ベイ株式会社 千葉県 1,946 100.0 硫酸の製造・販売

NCアグロ函館株式会社 北海道 10 100.0 農薬製品の製造

日本ポリテック株式会社 東京都 10 100.0 電子材料の製造・販売

日本肥糧株式会社 群馬県 320 71.6 肥料の製造・販売

千米ドル

Nissan Chemical America Corporation 米国 13,200 100.0 無機コロイド製品の製造・販売

千ユーロ

Nissan Chemical Europe S.A.S. フランス 100 100.0 農薬の販売
百万台湾ドル

台湾日産化学半導体材料股份有限公司 台湾 181 100.0 半導体材料の販売

百万ウォン

NCK Co., Ltd. 韓国 9,000 90.0 ディスプレイ材料・半導体材料の製造・販売

百万ルピー

Nissan Bharat Rasayan Private Limited インド 1,500 70.0 農薬原体の製造・輸出

（注）1. 連結子会社は上表に記載の13社、持分法適用会社は３社（関連会社）です。
2. 台湾日産化学半導体材料股份有限公司は、新規設立に伴い、当期より連結の範囲に含めております。
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(7) 従業員の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況
区 分 従業員数 前期末比増減

化学品セグメント 383名 ７名増
機能性材料セグメント 1,039名 101名増
農業化学品セグメント 753名 ４名増
ヘルスケアセグメント 110名 ー
卸売セグメント 229名 11名増
その他のセグメント 537名 13名増
全社（共通） 360名 ８名減
合計 3,411名 128名増

（注）1. 企業集団外への出向者および臨時従業員は含めておりません。
2. 全社（共通）は、総務および経理等の管理部門の従業員です。
3. 上記のほか、臨時従業員334名（期中平均）がおります。

② 当社の従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年令 平均勤続年数
2,107名 63名増 40.8歳 15.9年

（注）1. 当社外への出向者および臨時従業員は含めておりません。
2. 上記のほか、臨時従業員192名（期中平均）がおります。

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

借入先 借入金残高
百万円

株式会社みずほ銀行 10,431
三井住友信託銀行株式会社 5,314
農林中央金庫 3,149



自己株式
0.4%

金融機関
48.8%

証券会社
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個人・その他
11.9%

外国人
28.0%

その他国内法人
7.7%

（ご参考）

所有者別
分布状況
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2 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 360,000,000株
(2) 発行済株式の総数 134,800,000株 （前期末比2,000,000株減）

（自己株式559,215株を含む）
（注）発行株式の総数の減少は2025年11月10日および2026年３月12日をもって自己株式の消却を実施したことによるものです。
(3) 株主数 23,337名 （前期末比1,754名増）
(4) 大株主の状況（上位10名）

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 33,468 24.9
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 16,114 12.0
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口
再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 5,467 4.1

日産化学 取引先持株会 3,762 2.8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505103 1,878 1.4
明治安田生命保険相互会社 1,861 1.4
JP MORGAN CHASE BANK 385781 1,833 1.4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505001 1,807 1.3

HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C
ASIAN EQUITIES DERIVATIVES 1,726 1.3

ＪＰモルガン証券株式会社 1,685 1.3

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当期中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
区 分 株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 3,100株 1名
（注）1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「３ 会社役員に関する事項 (4)取締役および監査役の報酬等」に記載しております。

2. 上記には、退任した会社役員に対して交付した株式を記載しております。

(6) その他株式に関する重要な事項
当社は、2026年５月15日付の取締役会決議に基づいて、次のとおり自己株式を取得することといたしました。

取得する株式の種類 当社普通株式
取得する株式の総数 2,100,000株（上限）
取得する期間 2026年５月18日から2027年３月31日まで
取得価額の総額 105億円（上限）
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3 会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 性別 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
取 締 役 会 長 木 下 小次郎 男性 CEO

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 八 木 晋 介 男性 COO

取 締 役 副 社 長 大 門 秀 樹 男性
CFO
内部監査部、サステナビリティ・IR部、財務部、デジタル改革推進
部担当

取 締 役
専 務 執 行 役 員 石 川 元 明 男性

機能性材料事業部長
機能性材料研究統括
Nissan Chemical America Corporation取締役会長
NCK Co., Ltd.代表理事
台湾日産化学股份有限公司董事長
台湾日産化学半導体材料股份有限公司董事長

＊ 取 締 役
専 務 執 行 役 員 佐 藤 祐 二 男性

農業化学品事業部長
農業化学品研究統括
Nissan Chemical Europe S.A.S.取締役社長
Nissan Bharat Rasayan Private Limited取締役会長
Nissan Chemical Agro Korea Ltd.代表理事
日産化学製品（上海）有限公司董事長
Nissan Chemical Do Brasil取締役社長
Nissan Chemical Agro Singapore Private Limited取締役会長
Nissan Agro Tech India Private Limited取締役会長
購買部担当

取 締 役
常 務 執 行 役 員 松 岡 健 男性

CRO
経営企画部長
化学品事業部、人事部、環境安全・品質保証部担当

取 締 役 片 岡 一 則 男性
公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長
同財団ナノ医療イノベーションセンター センター長
東京大学名誉教授

取 締 役 中 川 深 雪 女性

香水法律事務所所長
中央大学大学院法務研究科教授
日東工業株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社SBI新生銀行社外監査役
アスクル株式会社社外取締役（監査等委員）

取 締 役 竹 岡 裕 子 女性 上智大学理工学部物質生命理工学科教授
同大学研究推進センター長

＊ 取 締 役 濱 逸 夫 男性 ライオン株式会社相談役
株式会社ニチレイ社外取締役

常 勤 監 査 役 生 頼 一 彦 男性 ―
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地 位 氏 名 性別 担当および重要な兼職の状況

監 査 役 片 山 典 之 男性

シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社監査役
平和不動産リート投資法人監督役員
株式会社リブセンス社外監査役
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）

監 査 役 高 濱 滋 男性 高濱公認会計士事務所所長

＊ 監 査 役 絹 川 幸 恵 女性
株式会社名古屋銀行社外取締役
リケンテクノス株式会社社外取締役（監査等委員）
高千穂交易株式会社社外取締役

（注）1. ＊を付した取締役佐藤祐二、同濱逸夫および監査役絹川幸恵の３氏は、2025年６月26日開催の第155回定時株主総会におい
て、新たに取締役および監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

2. 取締役片岡一則、同中川深雪、同竹岡裕子および同濱逸夫の４氏は、社外取締役です。
3. 監査役片山典之、同高濱滋および同絹川幸恵の３氏は、社外監査役です。
4. 監査役高濱滋氏は、公認会計士として上場企業の監査業務に長年にわたって携わった経験があり、財務および会計に関する相

当程度の知見を有しております。
5. 監査役絹川幸恵氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 当社は取締役片岡一則、同中川深雪、同竹岡裕子、同濱逸夫および監査役片山典之、同高濱滋、同絹川幸恵の７氏を、東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7. 当期中に退任した取締役および監査役は次のとおりです。

退任時の地位 氏 名 退任日 退任理由
取 締 役 本 田 卓 2025年６月26日 任 期 満 了
取 締 役 大 林 秀 仁 2025年６月26日 任 期 満 了
常 勤 監 査 役 竹 本 秀 一 2025年６月26日 任 期 満 了
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（ご参考）
2026年４月１日現在の執行役員は次のとおりです。

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
会 長 木 下 小次郎 CEO
社 長 八 木 晋 介 COO

副 社 長 大 門 秀 樹 CFO
内部監査部、サステナビリティ・IR部、財務部担当

専 務 執 行 役 員 石 川 元 明

機能性材料事業部長
機能性材料研究統括
Nissan Chemical America Corporation取締役会長
NCK Co., Ltd.代表理事
台湾日産化学股份有限公司董事長
台湾日産化学半導体材料股份有限公司董事長

専 務 執 行 役 員 佐 藤 祐 二

農業化学品事業部長
農業化学品研究統括
Nissan Chemical Europe S.A.S.取締役社長
Nissan Bharat Rasayan Private Limited取締役会長
Nissan Chemical Agro Korea Ltd.代表理事
Nissan Chemical Do Brasil取締役社長
Nissan Chemical Agro Singapore Private Limited取締役会長
購買部担当

常 務 執 行 役 員 松 岡 健
CRO
経営企画部長
化学品事業部、リスクマネジメント部、人事部担当

常 務 執 行 役 員 遠 藤 秀 幸 ヘルスケア事業部長
ヘルスケア研究統括

常 務 執 行 役 員 畑 利 幸

CDXO
生産技術本部長
生産技術部門統括
日産エンジニアリング株式会社取締役社長
デジタル改革推進部担当

常 務 執 行 役 員 影 島 智 知的財産部長

常 務 執 行 役 員 仁 平 貴 康
CTO
企画本部長
日本ポリテック株式会社取締役社長

執 行 役 員 川 島 渡 人事部長兼同健康推進室長
執 行 役 員 沖 川 敏 章 化学品事業部長
執 行 役 員 中 川 明 浩 富山工場長
執 行 役 員 石 綿 紀 久 内部監査部長
執 行 役 員 小 松 英 司 農業化学品事業部副事業部長兼同営業本部長
執 行 役 員 山 本 直 樹 小野田工場長
執 行 役 員 仁 木 俊 夫 Nissan Bharat Rasayan Private Limited取締役社長
執 行 役 員 古 志 輝 之 リスクマネジメント部長
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地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
執 行 役 員 村 川 純 袖ケ浦工場長兼同五井製造所長
執 行 役 員 佐 藤 雅 之 人事部副部長

(2) 責任限定契約の概要
当社と取締役片岡一則氏、同中川深雪氏、同竹岡裕子氏、同濱逸夫氏、監査役片山典之氏、同高濱滋氏およ

び同絹川幸恵氏との間では、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令
に定める最低責任限度額とする契約をそれぞれ締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および当社子会社（一部の子会社を除く）の取締役、監査役、執行
役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職
務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって、生ずる損害について
填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反であることを認識して行

った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。

(4) 取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期
経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決
定方針」という。）の原案を審議するよう指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締
役会において決定方針を決議しております。

イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
1) 基本方針

取締役の報酬については、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう取締役が継続的かつ中長期
的な業績向上を図り当社グループ総体の価値の増大に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、
業績、従業員に対する処遇との整合性等を考慮し適切な水準を定めることを基本とする。
具体的には、取締役の報酬は金銭報酬（基本報酬および業績報酬）と業績連動型株式報酬から構成さ
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れる体系とする。ただし、社外取締役の報酬については、金銭報酬のうちの基本報酬のみで構成し、そ
の役割と独立性の観点から、金銭報酬のうちの業績報酬および業績連動型株式報酬は含まないものとす
る。
業績連動型株式報酬については、当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役（社

外取締役を除く。）が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有する
ことで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。
2) 金銭報酬（基本報酬および業績報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時

期または条件の決定に関する方針を含む。）
取締役の金銭報酬のうち、基本報酬については固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の

業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して年額を決定する。また、業績報酬につい
ては、役位別に基準額を設定し、業績指標の変動に応じて年額を決定する。その業績指標は、前年度の
利益指標（親会社株主に帰属する当期純利益およびEBITDA等）とESG指標（外部機関評価および温室
効果ガス排出量削減等）とする。なお、これらの金銭報酬については、株主総会の決議により決定され
た取締役の報酬限度額の範囲内で、年額を分割して毎月支給する。
3) 業績連動型株式報酬の内容、その業績指標の内容およびその額または数の算定方法の決定に関する方

針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
取締役の業績連動型株式報酬については、職務執行期間における役位に応じた役位ポイントに対して、

親会社株主に帰属する当期純利益（対前年度増減率の過去３年平均）、EBITDA（対前年度増減率の過去
３年平均）、ROE（当年度実績）、当社株価とTOPIXの対前年度騰落率の比較にて構成される業績評価係
数を乗じた数のポイントを、株主総会の決議により決定された数を上限として付与し、株主総会の決議
により決定された金額を上限として信託金を拠出する株式給付信託を通じて、その累計ポイント相当分
の当社株式を取締役の退任時に給付する。ただし、任期満了により退任する取締役に対しては、累計ポ
イントの約75％に相当する当社株式と、約25％に相当する金銭（退任日時点における当社の株式の時価
により算出する。）を給付する。
ポイント付与の目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう、中期経営計画策定の

都度設定し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた上で、取締役会決議により決定する。
4) 金銭報酬の額または業績連動型株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関

する方針
取締役（社外取締役を除く。）の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業

種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において審議を
行う。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬総額
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の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、中期経営計画策定の都度設定し、指名・報酬諮問委員会の答申を

踏まえた上で、取締役会決議により決定する。なお、2022年度を初年度とする中期経営計画策定時に設
定した報酬等の種類ごとの比率は、金銭報酬（基本報酬）：金銭報酬（業績報酬）：業績連動型株式報酬
＝65：28：７（業績指標の達成率が100％の場合）としている。
5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

金銭報酬（基本報酬および業績報酬）の個人別の報酬額については、取締役会決議により決定するも
のとする。取締役会は、指名・報酬諮問委員会に代表取締役が作成した原案を諮問し答申を得るものと
し、当該答申の内容を尊重し決定をしなければならない。
6) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関するその他の事項

当社は、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置する。取締役の報酬に関す
る方針等の制定・変更・廃止の決定にあたり、また、取締役の金銭報酬の決定にあたっては水準の妥当
性および決定プロセスの客観性、透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経る。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会決議により選定される委員３名以上で構成され、独立社外取締役が
委員の過半を占める体制とする。

ウ．当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の金銭報酬（基本報酬および業績報酬）の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委

員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い答申をし、取締役会が報酬等の内容
を決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の業績連動型株式報酬の内容は、決定方針に沿った所定の算定方法に基づいて決定され

ておりますので、決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の限度額は、2009年６月25日開催の第139回定時株主総会において、月額45百万円以

内と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。当該定時株主総会終結時点
の取締役の員数は17名でした。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年６月25日開催の第151回定時株主総会において、取締役（社外取締

役を除く。）、執行役員および理事を対象とした業績連動型株式報酬制度の報酬枠再設定を決議いただいてお
ります。本制度は、当社が３事業年度ごとに800百万円（うち取締役分として300百万円）を上限として信
託金を拠出し、当社株式が信託を通じて取得され、業績達成度等に応じて在任中に付与されたポイント数と
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同数の株式の交付等が退任時に行われる株式報酬制度です。対象となる役員に付与されるポイント数は、１
事業年度当たり96,000ポイント（うち取締役分として36,000ポイント）を上限としています。当該定時株
主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は６名でした。
監査役の金銭報酬の限度額は、2009年６月25日開催の第139回定時株主総会において、月額10百万円以

内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名でした。

③ 業績連動型株式報酬に関する事項
当社は、取締役（社外取締役を除く。）、執行役員および理事（以下、総称して「取締役等」という。）を

対象とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」
という。）を導入しております。本制度においては、当社が信託金を拠出する株式給付信託（以下、「本信
託」という。）が取引所市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式を取得し
た上で、取締役等には、職務執行期間における役位に応じた役位ポイントに対して、業績評価係数を乗じた
数のポイントを毎年付与し、一定の非違行為がなかったことその他役員株式給付規則および本信託に係る信
託契約に定める受益者要件を満たした場合には、本信託を通じて、その累計ポイント相当分の当社株式を退
任時に給付します（ただし、任期満了により退任する取締役等に対しては、累計ポイントの約75％に相当す
る当社株式と、約25％に相当する金銭を給付します。）。取締役等に付与されるポイントは、１ポイント当た
り当社普通株式１株に換算されます（ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併
合等が行われた場合には、その比率等に応じて、付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調
整を行います。）。なお、取締役等が在任中に死亡したときは、当該取締役等の遺族が、死亡した取締役等の
保有ポイント数に死亡日時点における当社普通株式の時価を乗じて得られた額の金銭の給付を受ける権利を
取得します。
本制度における業績評価係数は下記のとおり算出し、０倍から２倍までの間で変動する指標としておりま

す。

業績評価係数 ＝（親会社株主に帰属する当期純利益（対前年度増減率の過去３年平均）係数×30％）
＋（EBITDA（対前年度増減率の過去３年平均）係数×30％）
＋（ROE（当年度実績）係数×30％）
＋（当社株価とTOPIXの対前年度騰落率の比較係数×10％）
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それぞれの業績指標を選定した理由、基準、係数および実績は下記のとおりです。

ア．親会社株主に帰属する当期純利益：対前年度増減率の過去３年平均
会社の最終損益であり、中長期的に意識すべき指標であることから、当該指標を選択しております。

基 準 係 数
10.0％以上 2.0
5.0％以上 10.0％未満 1.5
3.0％以上 5.0％未満 1.0
0.0％以上 3.0％未満 0.5
0.0％未満 0.0

なお、前期における実績は、3.9％（対前年度増減率の過去３年平均）、当期における実績は、7.1％
（対前年度増減率の過去３年平均）です。

イ．EBITDA：対前年度増減率の過去３年平均
当社は将来の成長のための設備投資・研究開発投資を重視しており、営業利益に減価償却費およびのれ

ん償却費を加えたEBITDAで中長期的に業績評価を行うことが適切であると考えていることから、当該指
標を選択しております。

基 準 係 数
10.0％以上 2.0
7.0％以上 10.0％未満 1.5
5.0％以上 7.0％未満 1.0
0.0％以上 5.0％未満 0.5
0.0％未満 0.0

なお、前期における実績は、5.4％（対前年度増減率の過去３年平均）、当期における実績は、8.0％
（対前年度増減率の過去３年平均）です。

ウ．ROE：当年度実績
当社はROEを最重要の経営指標としていることから、業績評価係数の算定においても業績指標とするこ

とが適切であると考え、当該指標を選択しております。
基 準 係 数

19.5％以上 2.0
19.0％以上 19.5％未満 1.5
18.0％以上 19.0％未満 1.0
8.0％以上 18.0％未満 0.5
8.0％未満 0.0

なお、前期における実績は、18.7％、当期における実績は、20.3％です。
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エ．当社株価とTOPIXの対前年度騰落率の比較：当社株価騰落率−TOPIX騰落率
株価は中長期的視点による市場からの期待として価格形成されるものと認識しており、経営に携わる者

として意識すべき指標であると考え、当該指標を選択しております。
基 準 係 数

15.0ポイント以上 2.0
10.0ポイント以上 15.0ポイント未満 1.5
5.0ポイント以上 10.0ポイント未満 1.0
0.0ポイント以上 5.0ポイント未満 0.5
0.0ポイント未満 0.0

なお、前期における実績は、△34.4ポイント、当期における実績は、△12.5ポイントです。

後記「④ 取締役および監査役の報酬等の総額」に記載の業績連動型株式報酬の総額（当該報酬に係る
当期の費用計上額）に対応するポイント数は、取締役7名（当期中に退任した取締役を含む。）を付与対象
とする合計4,508ポイントです。なお、当該報酬に係る当期の費用計上額の算定にあたっては、当期末時
点における直近の業績予想に基づき業績評価係数を算出しており、その業績予想値は、2.7％（親会社株
主に帰属する当期純利益（対前年度増減率の過去３年平均））、6.0％（EBITDA（対前年度増減率の過去
３年平均））、18.5％（ROE（当年度実績））、△12.5ポイント（当社株価とTOPIXの対前年度騰落率の比
較）でした。
また、当期における本信託からの株式の交付状況につきましては、「２ 会社の株式に関する事項 (5)当

期中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりです。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

人 数金銭報酬 業績連動型
株式報酬基本報酬 業績報酬

取締役 491百万円 345百万円 123百万円 21百万円 12名
（うち社外取締役） （52百万円） （52百万円） （ー） （ー） （５名）
監査役 69百万円 58百万円 11百万円 ー ５名
（うち社外監査役） （38百万円） （36百万円） （２百万円） （ー） （４名）

合計 560百万円 404百万円 134百万円 21百万円 17名

（注）1. 上記には2025年６月26日開催の第155回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名および監査役１名に係る報酬
が含まれております。

2. 業績連動報酬等かつ非金銭報酬等として業績連動型株式報酬を付与しており、その総額には当該報酬に係る当期の費用計上
額を記載しております。
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(5) 社外役員に関する事項
① 当期における主な活動状況

氏 名 地 位 主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

片 岡 一 則 社外取締役

当期開催の取締役会12回の全てに出席し、工学博士としての専門性および法人副理事長と
しての豊富な経験・知見に基づき適宜質問を行い、適切な提言、意見の表明等を行ってお
ります。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当期開催の委員会９回の全てに出席
し、客観的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に関与するなど、経営陣
の監督に努めております。

中 川 深 雪 社外取締役

当期開催の取締役会12回の全てに出席し、弁護士としての豊富な経験と専門知識および他
社の社外役員としての豊富な経験・知見に基づき適宜質問を行い、適切な提言、意見の表
明等を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当期開催の委員会９
回の全てに出席し、客観的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に関与す
るなど、経営陣の監督に努めております。

竹 岡 裕 子 社外取締役

当期開催の取締役会12回の全てに出席し、工学博士としての専門性および豊富な経験・知
見に基づき適宜質問を行い、適切な提言、意見の表明等を行っております。また、指名・
報酬諮問委員会の委員として、当期開催の委員会９回の全てに出席し、客観的な立場から
当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に関与するなど、経営陣の監督に努めておりま
す。

濱 逸 夫 社外取締役

2025年６月26日付で取締役に就任以降、当期開催の取締役会10回の全てに出席し、グロ
ーバル企業の経営経験者としての豊富な経験・知見に基づき適宜質問を行い、適切な提
言、意見の表明等を行っております。また、取締役に就任以降、指名・報酬諮問委員会の
委員として、当期開催の委員会８回の全てに出席し、客観的な立場から当社の役員候補者
の選定や役員報酬の決定に関与するなど、経営陣の監督に努めております。

片 山 典 之 社外監査役 当期開催の取締役会12回の全てに、また監査役会12回の全てに出席し、弁護士としての
豊富な経験と専門知識に基づき適宜質問を行い、適切な意見の表明を行っております。

高 濱 滋 社外監査役
当期開催の取締役会12回の全てに、また監査役会12回の全てに出席し、公認会計士とし
ての豊富な経験と専門知識に基づき適宜質問を行い、適切な意見の表明を行っておりま
す。

絹 川 幸 恵 社外監査役
2025年6月26日付で監査役に就任以降、当期開催の取締役会10回中9回に、また監査役
会10回の全てに出席し、金融機関における豊富な経験と財務の専門知識に基づき適宜質問
を行い、適切な意見の表明を行っております。



− 55 −

② 重要な兼職先と当社との関係
取締役片岡一則氏は、公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長、同財団ナノ医療イノベーションセンタ

ーセンター長および東京大学名誉教授です。当社と東京大学との間には試験委託等の取引がありますが、一
般株主と利益相反のおそれが生じるような特別な関係はありません。また、当社とその他の各兼職先との間
には特別な関係はありません。
取締役中川深雪氏は、香水法律事務所所長、中央大学大学院法務研究科教授、日東工業株式会社社外取締

役、株式会社SBI新生銀行社外監査役およびアスクル株式会社社外取締役です。当社とアスクル株式会社との
間には商品の購入取引がありますが、一般株主と利益相反のおそれが生じるような特別な関係はありませ
ん。また、当社とその他の各兼職先との間には特別な関係はありません。
取締役竹岡裕子氏は、上智大学理工学部物質生命理工学科教授および同大学研究推進センター長です。当

社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
取締役濱逸夫氏は、ライオン株式会社相談役および株式会社ニチレイ社外取締役です。当社と各兼職先と

の間には特別な関係はありません。
監査役片山典之氏は、シティユーワ法律事務所パートナー弁護士、ドイチェ・アセット・マネジメント株

式会社監査役、平和不動産リート投資法人監督役員、株式会社リブセンス社外監査役および株式会社クリエ
イト・レストランツ・ホールディングス社外取締役です。当社と各兼職先との間には特別な関係はありませ
ん。
監査役高濱滋氏は、高濱公認会計士事務所所長です。当社と高濱公認会計士事務所との間には特別な関係

はありません。
監査役絹川幸恵氏は、株式会社名古屋銀行社外取締役、リケンテクノス株式会社社外取締役および高千穂

交易株式会社社外取締役です。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
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連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
資産の部

流動資産 221,951

現金及び預金 35,729

受取手形及び売掛金 97,167

棚卸資産 76,640

未収入金 2,643

短期貸付金 445

その他 9,399

貸倒引当金 △73

固定資産 133,126

有形固定資産 76,968

建物及び構築物 34,677

機械装置及び運搬具 21,086

その他 21,204

無形固定資産 12,770

ソフトウエア 3,544

その他 9,225

投資その他の資産 43,387

投資有価証券 32,477

繰延税金資産 554

退職給付に係る資産 5,750

その他 4,658

貸倒引当金 △52

資産合計 355,078

科 目 金 額
負債の部
流動負債 78,279

支払手形及び買掛金 22,555
短期借入金 19,682
コマーシャル・ペーパー 7,993
１年内返済予定の長期借入金 382
賞与引当金 2,785
その他 24,880

固定負債 17,747
社債 10,000
長期借入金 388
長期預り金 2,573
繰延税金負債 3,712
役員株式給付引当金 276
退職給付に係る負債 642
その他 153

負債合計 96,026
純資産の部
株主資本 238,772
資本金 18,942
資本剰余金 13,613
利益剰余金 209,641
自己株式 △3,424

その他の包括利益累計額 16,492
その他有価証券評価差額金 11,451
為替換算調整勘定 3,097
退職給付に係る調整累計額 1,943

非支配株主持分 3,786
純資産合計 259,051
負債・純資産合計 355,078
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連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 279,586

売上原価 148,647

売上総利益 130,939

販売費及び一般管理費 67,387

営業利益 63,552

営業外収益

受取利息及び受取配当金 1,756

その他 3,035 4,792

営業外費用

支払利息 396

固定資産処分損 1,158

その他 891 2,447

経常利益 65,897

特別利益 −

特別損失 −

税金等調整前当期純利益 65,897

法人税、住民税及び事業税 14,894

法人税等調整額 504 15,398

当期純利益 50,499

非支配株主に帰属する当期純利益 791

親会社株主に帰属する当期純利益 49,707
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月19日
日産化学株式会社

取 締 役 会 御中
八 重 洲 監 査 法 人
東 京 都 千 代 田 区
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 井 智 宇
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 口 智 弘
業 務 執 行 社 員 公認会計士 相 淳 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日産化学株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日産化学株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するための基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し
て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第156期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査

役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等

及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子

会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受

けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び

その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に

定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた

しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ

れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審

議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月22日

日産化学株式会社 監査役会
常 勤 監 査 役 生 頼 一 彦 ㊞
社 外 監 査 役 片 山 典 之 ㊞
社 外 監 査 役 高 濱 滋 ㊞
社 外 監 査 役 絹 川 幸 恵 ㊞

以 上



IR情報はウェブサイトからもご覧になれます。

https://www.nissanchem.co.jp/ir_info/index.html

株主メモ

事業年度
毎年４月１日〜翌年３月31日

定時株主総会
毎年６月

基準日
定時株主総会・期末配当：毎年３月31日
中間配当：毎年９月30日

公告方法
電子公告（https://www.nissanchem.co.jp/）
ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告ができない場合は、日本経済新聞
に掲載いたします。

１単元の株式の数
100株

上場証券取引所
東京証券取引所 プライム市場

株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先・電話お問合せ先
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-782-031（フリーダイヤル）

住所変更、単元未満株式の買取・買増などの
お申し出先について
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、
証券会社に口座がないため特別口座に記録されました株主
様は、三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

未払配当金のお支払いについて
三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。



会 場 如水会館 ２階 スターホール 東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号 TEL 03（3261）1101（代表）

交 通

都営地下鉄三田線
都営地下鉄新宿線
東京メトロ半蔵門線

神保町駅 A8出口より徒歩４分

東京メトロ東西線 竹橋駅 出口より徒歩３分
※竹橋駅から白山通りへは、竹橋方面改札（1a・1b出口寄り）を出て右手のパレスサイドビルの中を抜けると便利です。

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産の配布、および株主総会終了後の懇談会は、いずれも取り止めて
おります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

定時株主総会会場ご案内図

下
段
九
至

下
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